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 政令市移行に伴う区割りの在り方・区役所の位置に

ついて２６日から住民説明会が始まりました。 

 ５区案・６区案の２案が示されましたが、市民の方

から「区役所が遠くなる」「市民サービスの低下にな

らないか？」との心配・怒りの声が寄せられています。 

 こうした意見に対して、熊本市は「居住区以外の区

役所でも手続きが可能です。仕事や買い物ついでに手

続きができます」と右上の図を示しながら説明を行っ

ていますが、他都市を見れば制限される市民サービス

も少なくありません。下表は岡山市の例ですが、個別

の対応が求められる福祉の分野、道路や公園など地域

ごとに対応が求められるものなど、居住区を超えてサ

ービスを受けることができません。 

 検証もないままの無責任な説明は改めるべきです。 

 今回の区割り案の前提には、「区役

所を植木町役場に置きます」と幸山

市長が提案し、植木町との合併協議

でかわした約束があります。 

本来なら、区役所をどこの置くか

は、『合併法定協議会』で約束する

ことではなく、『区画等審議会』で

市民の意見を聞きながら議論さ

れるべきことです。 

植木町を特別扱いし、熊本市

民が不利益を受けることがあっ

てはなりません。対等平等な区

割りと区役所設置の立場での議

論が求められます。 

合併協議会資料より 

● 保育料の減免相談 ●生活保護 

● 母子・寡婦福祉資金貸付 

● 養護老人ホームの入所申請 

● 道路の維持修繕 

● 公園の維持管理 

● 期日前投票など 

 

区割りは、まちの将来に関わ

る問題だけに、広く市民の意見

を聞きながらすすめることが大

切です。岡山市では、行政区画

等審議会で丁寧に市民の意見が

聞かれ答申が出されました。そ

の後も、市民からの署名や要望

も反映され、議論を経て４区案

に修正され議決されました。 

 熊本市においても、拙速な結

論をださずに、慎重な審議が求

められます。 

区割り・区役所位置は熊本市の将来にかかわる大事な問題 

「植木町役場を区役所に」と幸山市長が約束 

市民不在の約束が区割り審議に影響 

居住区を超えてできない市民サービス（岡山市の場合） 


